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           中央区子ども・子育て会議条例 

 

 （設置）  

第１条 中央区（以下「区」という。）における子ども・子育て支援（子ども・子育て

支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７条第１項に規定する子

ども・子育て支援をいう。以下同じ。）の推進を図るため、法第７７条第１項の規定

に基づき、区長の附属機関として、中央区子ども・子育て会議（以下「子ども・子育

て会議」という。）を置く。  

 （所掌事務）  

第２条 子ども・子育て会議は、法第７７条第１項各号に掲げる事務を処理するほか、

区長の諮問に応じ、子ども・子育て支援に関する事項について調査審議するとともに、

当該事項について区長に意見を述べることができる。  

 （組織）  

第３条 子ども・子育て会議は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する

２０人以内の委員をもって組織する。  

 １ 区の区域内（以下「区内」という。）に住所を有する子どもの保護者又は子ども・

子育て支援に関する施策に関心を有する者  

 ２ 区内において行われる子ども・子育て支援に関する事業に従事する者  

 ３ 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者  

 ４ 区内の医療関係団体の構成員  

 ５ 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者  

 （委員の任期）  

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。  

 （会長及びその職務）  

第５条 子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。  

２ 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。  

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。 

 （招集）  

第６条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。  

 （定足数及び表決）  

第７条 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことがで

きない。  

２ 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、会長の決するところによる。  

 （関係者等の出席等）  

第８条 子ども・子育て会議は、必要があると認めるときは、専門的事項について学識

経験を有する者その他関係者の出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又はこ

れらの者に資料の提出を求めることができる。  
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 （委員の報酬）  

第９条 委員には、別表に定める額の報酬を支給する。  

２ 報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額

を、翌月１０日までに支給する。  

 （委員の費用弁償）  

第１０条 委員が職務のため旅行したときは、順路により、その費用を弁償する。  

２ 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の

７種とし、その額は、別表に定めるところによる。  

３ 前２項の規定にかかわらず、委員が職務のため特別区の存する区域内を旅行したと

きは、費用弁償として１日につき２，５００円を支給する。  

第１１条 委員が招集に応じて会議に出席したときは、費用弁償として１日につき２，

５００円を支給する。ただし、当該日について前条の規定による費用弁償を受けると

きは、この限りでない。  

２ 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合の費用弁償は、鉄道賃、船賃、航

空賃、車賃及び宿泊料の５種とし、その額は、別表に定めるところによる。  

 （関係者等の費用弁償）  

第１２条 第８条の規定により子ども・子育て会議に出席した者に対しては、その費用

を弁償する。ただし、区の常勤の職員である者がその職務に関連して子ども・子育て

会議に出席したときは、この限りでない。  

２ 費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の

７種とし、その額は、中央区職員の旅費に関する条例（昭和２７年２月中央区条例第

３号）に規定する額とする。  

 （支給方法）  

第１３条 費用弁償の支給方法は、区職員の例による。  

 （委任）  

第１４条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議に関し必要な事項は、区

規則で定める。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  

別表（第９条－第１１条関係）  

 

  区            分  報 酬 の 額 費 用 弁 償 の 額 

 会          長  日額 ２３，０００円  
中央区長等の給料等に関する 

条例（昭和４８年１２月中央 

区条例第２７号）に規定する 

副区長  相当額  

 学識経験を有する委員   日額 １９，０００円  

 医 療 関 係 団 体 委 員  日額 １７，０００円  

 そ の 他 の 委 員  日額 １３，０００円  
 

 


